
関西地区バス会社：エムケイ観光バス、帝産観光バス、滋賀中央観光バス、都タクシー観光バス事業部、大阪バスグループ、両備バス



子どもたちのみらいのために

《SDGs北海道の未来へ 旅して応援プロジェクト！》
道新観光では、SDGsの一環として、2023年4月から「道新観光の旅」にご参加のお客様お一人につき1日50円を、北海

道在住の家庭環境が困難な子供たちへの奨学金として北海道新聞社会福祉基金を通じて寄付をしております。2025年

12月までに計8回、合計2,429,750円の寄附をすることができました。

引き続きお客様のご理解とご協力をお願いいたします。

道新観光
SDGs

現地
発着
プラン

新千歳・大阪間の航空機を利用せずに現地にて合流・解散する現地発着プランが利用できます。
（出発の 21 日前までにお申出願います）

ご利用の場合は航空機不乗のため、お一人様16,000円（片道8,000円）を割引いたします。
※現地参加の合流地は到着空港又は弊社指定場所となります。

また合流前・解散後の日程に含まれる食事は付きませんので予めご了承ください。
※現地発着プランを利用し、最寄りの空港からの航空機のご予約を、当ツアーの募集型企画旅行契約とは別に手

配旅行契約として実費で承ります。利用条件などは、弊社係員にお尋ねください。

■旅行代金は出発21日前に当たる日より前の指定日までに、所定の方法でご入金をお願いします。
■バス座席割りは、当社で決めさせていただきますので予めご了承ください。募集人員は35名様から45名様とさせていただきま
す。1名及び奇数での参加のお客様は相席の場合もございますのでご了承ください。
■最少催行人員に満たず、旅行中止の場合は14日前までにご連絡いたします。■車内禁煙にご協力をお願いいたします。
■出発日の7日前までに最終日程表をお渡しいたします。当日の緊急連絡先、宿泊先、集合場所・時刻などご確認ください。

旅行企画・実施 株式会社道新サービスセンター
観光庁長官登録旅行業第2066号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
〒060-8711 札幌市中央区大通東4丁目 北海道新聞社ビル6階
総合旅行業務取扱管理者：伊藤智教

TEL(011)241-6401
営業時間（土・日・祝休業）
10：00～12：00／13：00～17：00
●12：00～13：00は昼休業 ●店頭:午前営業は11:45に受付終了

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく左記の取扱管理者にお尋ねくださ
い。

道新観光
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検索

お申込みのお客様へのご案内【要旨】お申込みの際には必ず旅行条件書（全文)をお受取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。

●特別補償
当社は当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有
無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づ
き、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事
故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害に
ついて、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払
います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険
契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額
を減額することがあります。

死亡補償金：１５００万円、入院見舞金：２～２０万円、通院
見舞金：１～５万円、携行品損害補償金：お客様１名につき～
１５万円（ただし補償対象品１個あたり１０万円を限度としま
す）
●個人情報の取扱について

当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載
された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用さ
せていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において
運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサー
ビスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただ
きます。このほか、当社及び販売店では①当社及び当社と提携
する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加
後のご意見やご感想のご提供のお願い③アンケートのお願い④
特典サービスの提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利
用させていただくことがあります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０２６年２月１日を基準としております。ま
た旅行代金は２０２６年２月１日現在の有効な運賃・規則を基
準として算出しております。

また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お
客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払
いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様
からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限りエコ
ノミークラス）、宿泊代、食事代及び消費税等諸税。これらの費
用はお客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻
しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個
人的費用は含みません）
●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される時は、次の金
額を取消料として申し受けます。

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社 道新サービスセンター 観光事業部（北海道札幌市
中央区大通東4丁目1 観光庁長官登録旅行業第２０６６号 、以下『当
社』という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結
することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡
しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する
確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約款と
いう）によります。
●旅行のお申込み及び契約成立時期
(1)所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えて
お申込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせ
ていただきます。
(2)電話、郵便、ＦＡＸその他の通信手段でお申込みの場合、当社ら
の予約を承諾する旨の通知がお客様に到着した日の翌日から起算
して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
(3)旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項（２）により申込
金を当社らが受領したときに、また、郵便又はＦＡＸその他の通信
手段でお申込みの場合、申込金のお支払後、当社らの旅行契約を
締結する旨の通知がお客様に到着したときに成立いたします。
また、電話、郵便、ＦＡＸその他の通信手段でお申し込みの場合
でも、通信契約によって契約を成立させるときは、「通信契約」
を希望されるお客様との旅行条件の定めにより契約が成立します。
(4)お申込金（おひとり様）
旅行代金１５万円未満３０，０００円～旅行代金まで

●旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあ
たる日（日帰りは１１日目にあたる日）より前（お申し込みが間際の
場合は当社が指定する期日までに）にお支払いいただきます。

旅行契約解除の日 取消料（おひとり様）

旅行開始日前日から起
算してさかのぼって

宿泊付旅行
日帰り旅行
（夜行含む）

①２１日目に当たる日
以前の解除

無料
11日目に当たる日以前
は無料

②２０日目に当たる日
以降の解除（③～⑥を
除く）

旅行代金の
20％

10日目以降20％

③７日目に当たる日以
降の解除（④～⑥を除
く）

旅行代金の
30％

旅行代金の30％

④旅行開始日の前日の
解除

旅行代金の
40％

旅行代金の40％

⑤旅行開始日の当日の
解除

旅行代金の
50％

旅行代金の50％

⑥旅行開始後の解除又
は無連絡不参加

旅行代金の
100％

旅行代金の100％
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